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ど
な
た
か
に
扶
養
さ
れ
て
い

て
も
、
１
月
１
日
現
在
そ
の
扶
養

者
と
同
居
し
て
い
な
い
方
は
、
市

で
は
扶
養
関
係
の
確
認
が
で
き
な

い
た
め
、
収
入
が
な
く
て
も
申
告

が
必
要
で
す
。
な
お
、
申
告
が
な

い
と
非
課
税
証
明
書
は
発
行
で
き

ま
せ
ん
。

※
単
身
赴
任
し
て
い
る
方
な
ど

で
、
日
野
市
に
家
屋
敷
を
有
す
る

方
は
、
均
等
割
が
課
税
さ
れ
ま
す

の
で
、
申
告
が
必
要
で
す
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所
得
税
に
お
い
て
は
、
給
与

所
得
以
外
の
所
得
が　

万
円
以
下

２０

の
給
与
所
得
者
に
つ
い
て
は
、
確

定
申
告
を
す
る

必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
市
・

都
民
税
に
お
い

て
は
、
源
泉
徴

収
制
度
が
採
ら

れ
て
い
な
い
こ

と
か
ら
、
そ
の

給
与
所
得
以
外

の
所
得
金
額
が

わ
ず
か
で
あ
っ

て
も
、
給
与
所

得
と
合
わ
せ
て

申
告
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
で
確

定
申
告
す
る
方

�

で
、
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
あ

る
場
合
は
、
確
定
申
告
書
第
２
表

の
「
給
与
所
得
以
外
の
住
民
税
の

徴
収
方
法
の
選
択
」
欄
（
左
表
参

照
）
を
忘
れ
ず
に
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。
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市
・
都
民
税
は
、
前
年
の
収

入
に
対
し
て
翌
年
に
課
税
さ
れ
ま

す
の
で
、
現
在
無
職
で
も
、
昨
年

収
入
が
あ
っ
た
場
合
に
は
申
告
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

特
に
、
年
の
途
中
で
退
職
し
た

場
合
に
は
、
年
末
調
整
が
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
の
で
、
所
得
税
の
確
定

申
告
を
す
る
と
給
与
か
ら
天
引
き

さ
れ
た
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
確
定
申

告
を
さ
れ
た
方
は
、
市
・
都
民
税

の
申
告
は
不
要
で
す
。
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確
定
申
告
を
し
た
方
は
、
そ

の
日
に
市
・
都
民
税
の
申
告
を
し

た
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
市
・

都
民
税
の
申
告
を
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

※
市
・
都
民
税
の
生
命
保
険
料
控

除
・
損
害
保
険
料
控
除
・
配
偶
者

控
除
・
配
偶
者
特
別
控
除
・
扶
養

控
除
・
寄
附
金
控
除
・
基
礎
控
除

等
の
金
額
は
所
得
税
の
控
除
金
額

と
は
違
い
ま
す

���

　

平
成　

年
分
の
確
定
申
告
の
受
付

１６

及
び
納
税
の
期
限
は
、
所
得
税
及
び

贈
与
税
は
３
月　

日
�
、
個
人
事
業

１５

者
の
消
費
税
・
地
方
消
費
税
は
３
月

　

日
�
で
す
。

３１�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�
事
業
所
得
・
不
動
産
所
得
・
譲
渡

所
得
な
ど
の
合
計
額
が
各
種
所
得
控

除
の
合
計
額
を
超
え
る
方

�
給
与
所
得
が
あ
る
方
の
場
合

�
平
成　

年
中
の
給
与
の
収
入
金
額

１６

が
２
千
万
円
を
超
え
る
方

�
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が　

万
円

２０

を
超
え
る
方

　

個
人
の
所
得
に
か
か
る
税
金
に

は
、
国
へ
納
め
る
所
得
税
、
都
に
納

め
る
都
民
税
、
市
に
納
め
る
市
民
税

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
市
民
税

と
都
民
税
を
合
わ
せ
た
も
の
を「
市
・

都
民
税
（
ま
た
は
住
民
税
）」
と
い
い

ま
す
。

　

所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
な
く
て

よ
い
方
で
も
、
市
・
都
民
税
の
申
告

を
す
る
必
要
の
あ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
日
野

１７

市
に
住
ん
で
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方

�
営
業
等
・
農
業
・
不
動
産
所
得
な

ど
が
あ
る
が
、
所
得
税
の
確
定
申
告

を
必
要
と
し
な
い
方

�
勤
務
先
か
ら
市
に
給
与
支
払
報
告

書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
方

�
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て

い
る
方
で
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を

必
要
と
し
な
い
方

�
給
与
所
得
の
あ
る
方
で
、
給
与
所

得
以
外
の
所
得
が　

万
円
を
超
え
な

２０

い
方

�
公
的
年
金
の
受
給
者
で
、
所
得
税

　

個
人
事
業
主
を
対
象
に
、
税
理
士

に
よ
る
「
決
算
及
び
所
得
税
確
定
申

告
」
に
関
す
る
無
料
相
談
会
（
譲
与

所
得
を
除
く
）
を
行
い
ま
す
。

�
�
�
�
２
月　

日
�
〜
３
月　

日

１６

１１

�
の
午
前
９
時
〜
正
午
、
午
後
１
時

〜
４
時
※
土
曜
・
日
曜
日
、
２
月　
２２

日
�
・　

日
�
、
３
月
１
日
�
・
３

２４

日
�
を
除
く
。
受
付
は
午
後
３
時　
４５

分
ま
で
�
�
�
�
日
野
市
商
工
会
館

�
�
�
�
�
�
前
年
度
決
算
書
・
申

告
書
控
�
帳
簿
類
�
年
金
・
保
険
等

の
納
付
書
類
・
払
込
証
明
書
等
�
印

鑑
�
税
務
署
か
ら
届
い
た
書
類
等

�
�
�
�
�
�
日
野
市
商
工
会
（
�

　

・
３
６
６
６
）、
市
産
業
振
興
課

５８１

（
写
真
添
付
）
を
本
人
が
市
役
所
４

階
職
員
課
へ
持
参
※
土
曜
・
日
曜
日

を
除
く
。
郵
送
・
代
理
人
の
申
し
込

み
は
不
可
�
�
�
�
�
�
職
員
課

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	



�
�
�
�
�
�
４
月
〜
来
年
３
月
末

※
勤
務
日
時
は
図
書
館
に
よ
り
異
な

　

企
業
の
早
期
退
職
制
度
等
に

よ
り
意
欲
が
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
退
職
し
た
、
中
高
年
の
方

々
を
支
援
す
る
も
の
で
す
。

�
�
�
�
�左
表
の
と
お
り
�
�

�
�
�
�　

歳
（
給
食
調
理
員
・

４５

用
務
員
は　

歳
）〜　

歳（
当
直

４０

５９

員
は　

歳
）
の
方
�
�
�
�
書

６５

類
選
考
及
び
面
接
�
�
�
�
�
�

２
月
８
日
�
ま
で
に
履
歴
書
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市
・
都
民
税
の
申
告
に
つ
い
て

　
　

ご
質
問
に
お
答
え
し
ま
す

��
�

�

の
確
定
申
告
を
必
要
と
し
な
い
方

�
他
の
市
区
町
村
に
住
ん
で
い
る
方

の
扶
養
親
族
に
な
っ
て
い
る
方
（
１

人
住
ま
い
の
学
生
・
お
年
寄
り
な
ど
）

�
昨
年
中
に
所
得
が
な
か
っ
た
方
の

う
ち
、
年
末
調
整
・
所
得
の
申
告
で

同
居
の
方
の
扶
養
親
族
に
な
っ
て
い

な
い
方
で
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
方
や
公
営
住
宅
に
入
居
の

方
な
ど
で
非
課
税
証
明
書
が
必
要
に

な
る
方

�
日
野
市
に
住
ん
で
い
な
い
が
、
平

成　

年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
事

１７
務
所
・
事
業
所
、
家
屋
敷
（
単
身
赴

任
中
の
方
な
ど
）
を
所
有
し
て
い
る

方�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�
�
�

�
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方

（
確
定
申
告
は
、
市
・
都
民
税
の
申

告
を
兼
ね
て
い
ま
す
）

�
勤
務
先
か
ら
市
に
給
与
支
払
報
告

書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方

�
年
末
調
整
・
所
得
の
申
告
で
、
同

居
の
方
の
扶
養
親
族
に
な
っ
て
い
る

方
の
う
ち
、
所
得
が　

万
円
以
下
の

３５

方�
昨
年
中
に
所
得
が
な
か
っ
た
方

で
、「
市
・
都
民
税
の
申
告
が
必
要
な

方
」
に
該
当
し
な
い
方

�
�
�
�
�
�
�

　

市
・
都
民
税
申
告
書
は
、
市
役
所

１
階
市
民
税
課
、
七
生
支
所
、
豊
田

駅
連
絡
所
に
あ
り
ま
す
。
な
お
、
必

要
な
方
に
は
郵
送
し
ま
す
の
で
、
市

民
税
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�

　

市
・
都
民
税
の
申
告
相
談
・
受
付

は
、
下
表
の
と
お
り
で
す
。

　

七
生
支
所
・
豊
田
駅
連
絡
所
で
も

��������	
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完
全
に
記
入
済
み
の
市
・
都
民
税
申

告
書
は
お
預
か
り
し
ま
す
（
土
曜
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）
が
、
税
専

門
の
職
員
が
い
な
い
た
め
、
申
告
相

談
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

　

申
告
書
は
、
郵
送
で
も
受
け
付
け

ま
す
。
申
告
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
必
要
書
類
を
同
封
の
う
え
、
〒

　

―
８
６
８
６
日
野
市
役
所
市
民
税

１９１課
へ
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	

�
市
・
都
民
税
申
告
書
（
申
告
書
が

送
ら
れ
て
い
る
方
は
、
そ
の
用
紙
）

�
平
成　

年
中
の
所
得
（
収
入
）
に

１６

関
す
る
書
類

�
給
与
所
得
の
方
は
、
源
泉
徴
収
票

か
給
与
明
細
書

�
年
金
所
得
の
方
は
、
年
金
の
源
泉

徴
収
票

�
給
与
・
年
金
以
外
の
所
得
の
あ
る

方
は
、
収
入
金
額
や
必
要
経
費
の
分

か
る
帳
簿
や
領
収
書
な
ど

�
平
成　

年
中
の
控
除
に
関
す
る
書

１６

類�
国
民
健
康
保
険
・
介
護
保
険
・
国

民
年
金
な
ど
の
社
会
保
険
料
を
支
払

っ
た
方
は
、
そ
の
支
払
い
済
み
額
の

分
か
る
書
類

�
生
命
保
険
料
・
個
人
年
金
保
険
料
・

損
害
保
険
料
を
支
払
っ
た
方
は
、
そ

の
支
払
証
明
書

�
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、
医

療
費
の
領
収
書

�
障
害
者
控
除
を
受
け
る
方
は
、
身

体
障
害
者
手
帳
な
ど

�
そ
の
ほ
か
控
除
に
必
要
な
書
類

※
社
会
保
険
料
な
ど
で
、
給
与
所
得

の
源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る

分
に
つ
い
て
は
、
必
要
あ
り
ま
せ
ん

�
印
鑑
（
認
め
印
で
可
）

�
�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
	



��

�
�
�

�
配
偶
者
特
別
控
除
の
う
ち
、
配
偶

者
が
控
除
対
象
配
偶
者
に
該
当
す
る

場
合
に
適
用
さ
れ
る
部
分
の
配
偶
者

特
別
控
除
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

�
均
等
割
が
課
税
さ
れ
る
夫
と
生
計

を
一
に
す
る
妻
で
、
夫
と
１
月
１
日

現
在
の
住
所
が
同
じ
者
に
対
す
る
均

等
割
の
非
課
税
措
置
が
段
階
的
に
廃

止
さ
れ
ま
す
。
平
成　

年
度
の
均
等

１７

割
は
、
２
分
の
１
の
市
民
税
１
千　
５００

円
・
都
民
税　

円
で
課
税
さ
れ
、
平

５００

成　

年
度
か
ら
全
額
課
税
さ
れ
ま

１８
す
。

　

な
お
、
専
業
主
婦
の
方
や
所
得
が

非
課
税
限
度
額
以
下
（
給
与
収
入
金

額
で　

万
円
以
下
）
の
方
は
、
今
ま

１００

で
ど
お
り
非
課
税
で
す
。

�
平
成　

年
１
月
１
日
以
後
に
支
払

１６

い
を
受
け
る
上
場
株
式
等
の
配
当
等

（
大
口
は
除
く
）
は
、
都
道
府
県
民

税
配
当
割
（
３
％
）
が
源
泉
徴
収
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
申
告
は
不
要
と

な
り
ま
し
た
。
非
上
場
株
式
等
の
配

当
に
つ
い
て
は
金
額
に
関
係
な
く
申

告
が
必
要
で
す
。

�
平
成　

年
１
月
１
日
以
後
の
源
泉

１６

徴
収
を
選
択
し
た
特
定
口
座
内
の
上

場
株
式
等
の
譲
渡
益
は
、
都
道
府
県

民
税
株
式
等
譲
渡
所
得
割
（
３
％
）

が
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

申
告
は
不
要
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

以
外
の
株
式
等
の
譲
渡
所
得
に
つ
い

て
は
、
申
告
が
必
要
で
す
。

※
�
・
�
の
所
得
に
つ
い
て
確
定
申

告
を
し
て
配
当
控
除
・
源
泉
徴
収
税

額
の
控
除
や
還
付
等
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
が
、
申
告
し
た
場
合
に

は
、
扶
養
控
除
や
非
課
税
な
ど
の
判

定
上
の
合
計
所
得
金
額
に
含
ま
れ
る

ほ
か
、
国
民
健
康
保
険
税
や
介
護
保

険
料
に
も
影
響
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

�
非
上
場
株
式
等
の
譲
渡
所
得
に
対

す
る
税
率
が
５
％
（
市
民
税　

％
・

３．４

都
民
税　

％
）
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま

１．６

し
た
。

�
土
地
・
建
物
等
の
譲
渡
所
得
に
つ

い
て
は
、
他
の
所
得
と
の
損
益
通
算

及
び
損
失
の
繰
越
控
除
の
廃
止
、
長

期
譲
渡
所
得
の　

万
円
特
別
控
除
の

１００

廃
止
、
税
率
の
一
部
引
き
下
げ
な
ど

が
あ
り
ま
し
た
。

�
�
�
�

�

�

�

�

�
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
取

っ
て
い
る
方

�
同
族
会
社
の
役
員
な
ど
で
、
給
与

の
ほ
か
に
貸
付
金
の
利
子
、
賃
借
料

等
を
受
け
た
方

�
�
�
�
�
�
�
�
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�
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�
�

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w
w
.nta.go.jp

）
の
「
所
得
税
の

確
定
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
確

定
申
告
書
が
作
成
（
プ
リ
ン
ト
ア
ウ

ト
）
で
き
ま
す
。
税
の
質
問
に
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
が
お
答
え
す
る
タ
ッ
ク

ス
ア
ン
サ
ー
（http://w

w
w
.taxa

nsw
er.nta.go.jp

）
も
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�

　

確
定
申
告
書
は
、
日
野
税
務
署
に

あ
り
ま
す
。
な
お
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
入
手
で
き
ま
す
。

　

市
役
所
１
階
市
民
税
課
、
七
生
支

所
、
豊
田
駅
連
絡
所
に
は
、
一
部
の

申
告
書
に
限
っ
て
置
い
て
あ
り
ま
す

が
、
申
告
書
の
種
類
と
数
に
限
り
が

あ
り
ま
す
の
で
、
電
話
で
確
認
の
う

え
、
ご
来
庁
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�

　

確
定
申
告
書
の
提
出
先
は
、
日
野

税
務
署
で
す
。

　

な
お
、
税
務
署
で
は
土
曜
・
日
曜

日
、
祝
日
は
、
業
務
を
行
っ
て
い
ま

せ
ん
が
、
申
告
書
は
郵
送
ま
た
は
税

務
署
の
時
間
外
文
書
収
受
箱
に
投
函

す
る
こ
と
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
な
お
、
今
年
は
２
月　
２０

日
・　

日
の
日
曜
日
に
、申
告
書
作
成

２７
の
ア
ド
バ
イ
ス
及
び
受
付
を
行
い
ま

す
。
ま
た
、
還
付
を
受
け
る
た
め
の

申
告
は
既
に
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	



　

申
告
期
間
中
は
、
完
全
に
記
入
済

み
の
申
告
書
に
限
り
、
市
役
所
１
階

市
民
税
課
で
お
預
か
り
し
（
土
曜
・

日
曜
日
を
除
く
）、
日
野
税
務
署
に

届
け
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
	

　

平
成　

年
分
の
口
座
振
替
日
は
、

１６

申
告
所
得
税
が
４
月　

日
�
、
消
費

１９

税
及
び
地
方
消
費
税
が
４
月　

日
�

２６

で
す
。ご
希
望
の
方
は
、税
務
署
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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�
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還
付
申
告
を
さ
れ
る
方
は
、
確
定

申
告
書
に
本
人
名
義
の
口
座
（
金
融

機
関
名
・
預
金
の
種
類
・
口
座
番
号

等
）
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
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り
ま
す
�
�
�
�
�
�市
内

図
書
館�
�
�
�
�
�図
書

の
貸
し
出
し
・
返
却
及
び

整
理
等
の
補
助
�
�
�
�

�
�　

歳
未
満
の
健
康
で

５５

図
書
館
に
関
心
が
あ
り
、

図
書
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.lib.cit

y.hino.tokyo.jp/

）
を

自
分
で
閲
覧
操
作
で
き
る

方
�
�
�
�
�
�
若
干
人

�
�
�
�
�
�
２
月
１
日

�
〜
８
日
�
に
履
歴
書

（
写
真
添
付
）
と　

円
切

８０

手
を
張
っ
た
返
信
用
封
筒

を
中
央
図
書
館
（
�　

・
５８１

７
３
５
４
）
へ
持
参
※
詳

細
は
図
書
館
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	

�
�

�
�
�
�
保
育
士
�
�
�

�
�
�
市
立
保
育
園
�
�

�
�
�
�
保
育
士
資
格
所

持
者
�
�
�
�
�
�
履
歴

書
（
資
格
証
明
の
写
し
添

付
）
を
、
〒　

―
８
６
８

１９１

６
日
野
市
役
所
２
階
保
育

課
へ
郵
送
か
持
参

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
市
内
の
児

童
館
・
学
童
ク
ラ
ブ
�
�
�
�
�
�

児
童
館
・
学
童
ク
ラ
ブ
児
童
の
育
成
・

指
導
�
�
�
�
�
�
教
員
免
許
ま
た

は
保
育
士
資
格
所
持
者
�
�
�
�
�
�

履
歴
書
と
教
員
免
許
等
の
写
し
を
、

〒　

―
８
６
８
６
日
野
市
役
所
２
階

１９１
子
育
て
課
へ
郵
送
か
持
参

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
臨
床
検
査
技
師
�
�
�
�

�
�
昭
和　

年
４
月
２
日
以
降
生
ま

５２

れ
で
資
格
取
得
者
ま
た
は
見
込
み
の

方
�
�
�
�
�
�
１
人
�
�
�
�
�

１
次
試
験
…
２
月
６
日
�
、２
次
試

験
…
２
月　

日
�
�
�
�
�
�
�
所

２４

定
の
試
験
申
込
書
（
２
月
１
日
�
か

ら
市
役
所
４
階
職
員
課
、
市
立
病
院

３
階
総
務
課
で
配
布
・
写
真
添
付
）、

最
終
学
歴
の
卒
業
（
見
込
み
）
証
明

書
、
成
績
証
明
書
、
資
格
証
明
書（
見

込
み
の
方
は
除
く
）
の
写
し
�
�
�

�
�
２
月
１
日
�
〜
３
日
�
（
消
印

有
効
）
に
提
出
書
類
を
、
〒　

―
０

１９１

０
６
２
多
摩
平
４
の
３
の
１
市
立
病

院
総
務
課
（
�　

・
２
６
７
７
）
へ

５８１

郵
送
か
本
人
が
持
参
※
住
所
・
氏
名

を
記
入
し
、　

円
切
手
を
張
っ
た
返

８０

信
用
封
筒
（
長
型
３
号
）
を
同
封

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
助
産
師
・
看
護
師
�
�
�

�
�
�
有
資
格
者
で
健
康
な
方
�
�

�
�
�
�
若
干
人
�
�
�
�
�
�
履

歴
書
（
写
真
添
付
）
及
び
資
格
証
の

写
し
を
、
〒　

―
０
０
６
２
多
摩
平

１９１

４
の
３
の
１
市
立
病
院
総
務
課
（
�

　

・
２
６
７
７
）
へ
郵
送
か
持
参

５８１
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中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中
高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高
年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
嘱嘱嘱嘱嘱嘱嘱嘱嘱嘱嘱嘱嘱嘱嘱嘱嘱嘱嘱嘱嘱嘱嘱嘱嘱
託託託託託託託託託託託託託託託託託託託託託託託託託
職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職
員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員
ととととととととととととととととととととととととと
ししししししししししししししししししししししししし
ててててててててててててててててててててててててて

中
高
年
嘱
託
職
員
と
し
て

市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市
役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役
所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所
ででででででででででででででででででででででででで
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒緒
ににににににににににににににににににににににににに
働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働
ききききききききききききききききききききききききき
ままままままままままままままままままままままままま
せせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ
んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん
かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか

市
役
所
で
一
緒
に
働
き
ま
せ
ん
か

中
高
年
嘱
託
職
員
と
し
て

中
高
年
嘱
託
職
員
と
し
て

市
役
所
で
一
緒
に
働
き
ま
せ
ん
か

市
役
所
で
一
緒
に
働
き
ま
せ
ん
か

意意意意意意意意意意意意意意
欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲欲
ああああああああああああああ
るるるるるるるるるるるるるる
方方方方方方方方方方方方方方
をををををををををををををを
募募募募募募募募募募募募募募
集集集集集集集集集集集集集集
！！！！！！！！！！！！！！

意
欲
あ
る
方
を
募
集
！
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